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一
　
公
益
法
人
法
の
成
立
と
展
開

Ｏ
　
公
益
法
人
法
の
性
格
（
前
々
号
）

㈲
　
公
益
法
人
法
の
沿
革
（
前
号
）

呻
　
公
益
法
人
法
の
分
類
、
体
系
（
前
号
）

紳
　
公
益
法
人
と
国
家
及
社
会
（
本
号
）
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益
法
人
法
論
（
三
）
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㈲
　
公
益
法
人
法
の
展
開

　
二
　
公
益
法
人
の
事
業

　
　
Ｏ
　
公
益
事
業
と
収
益
事
業

　
　
已
‥
　
公
益
法
人
の
組
織
と
経
営

　
　
尚
　
資
産
の
構
成
と
経
理

　
　
聯
　
公
益
法
人
の
将
来

　
辨
　
公
益
法
人
と
国
家
及
社
会

Ａ
　
公
益
法
人
と
国
家

　
本
項
に
於
て
は
（
ａ
）
公
益
法
人
と
国
家
と
の
一
般
的
な
関
係
、
（
ｂ
）
国
家
の
公
益
法
人
に
対
す
る
干
与
、
（
ｃ
）
国
家
の
公
益
法
人

に
対
す
る
保
護
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
（
ａ
）
公
益
法
人
の
生
誕
は
自
然
人
と
異
な
り
人
の
意
思
に
基
き
法
の
規
定
に
か
か
る
。
而
も
そ
の
生
誕
の
実
質
的
内
容
が
あ
り
、

そ
れ
が
社
会
的
に
法
人
と
同
様
な
活
動
す
る
存
在
で
あ
っ
て
も
国
法
が
そ
れ
を
法
人
と
認
め
な
け
れ
ば
人
格
を
得
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
一
た
び
、
法
人
格
を
取
得
す
る
と
、
そ
れ
は
国
法
秩
序
に
固
有
の
地
位
を
確
保
し
て
、
仮
に
そ
れ
が
実
質
的
内
容
を
失
っ
て

も
、
国
法
に
よ
る
人
格
の
消
滅
の
手
続
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
法
人
た
る
地
位
を
失
は
な
い
。
法
人
の
活
動
す
る
生
活
関
係
の
大
部

分
は
法
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
権
利
義
務
の
関
係
で
あ
る
と
謂
は
れ
る
。
権
利
義
務
の
関
係
と
い
う
の
は
当
事
者
が
、
或
る
利
益

を
主
張
す
る
た
め
に
法
上
の
力
を
持
つ
関
係
で
あ
る
。
従
っ
て
、
或
る
活
動
体
が
他
の
社
会
的
活
動
体
と
権
利
義
務
の
関
係
に
立
た
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う
と
す
る
と
き
法
人
格
が
必
要
と
な
る
。
即
ち
、
あ
る
社
会
的
活
動
体
が
財
産
と
か
自
由
と
か
名
誉
と
か
を
持
つ
場
合
に
法
人
格
を

取
得
し
よ
う
と
欲
す
る
。
法
人
は
斯
く
て
、
国
法
に
よ
っ
て
人
格
を
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
法
人
と
な
ん
ら
変

ら
な
い
内
容
を
備
え
な
が
ら
、
い
ま
だ
法
人
格
を
持
た
な
い
社
会
的
活
動
体
（
権
利
能
力
な
き
社
団
、
財
団
）
の
あ
る
こ
と
は
知
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
法
人
に
は
そ
の
活
動
若
く
は
機
能
の
点
か
ら
、
法
的
活
動
を
中
心
と
す
る
も
の
と
、
事
業
を
中
心
と
す
る
も
の

と
、
各
異
っ
た
色
彩
を
持
つ
複
数
の
組
織
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
一
例
を
示
そ
う
。
宗
教
法
人
に
は
僧
侶
・
信
者
の
団
体

が
存
在
す
る
が
、
こ
の
団
体
は
元
来
「
礼
拝
の
施
設
」
と
か
法
人
格
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
社
会
的
活
動
体
と
し
て
尊
重

せ
ら
る
べ
き
組
織
と
規
範
を
持
っ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
団
体
が
「
礼
拝
の
施
設
を
備
え
る
」
「
宗
教
団
体
」
と
し
て
（
宗
教
法
人
法

二
）
、
法
人
格
を
取
得
し
、
法
的
活
動
を
行
う
と
き
、
そ
れ
は
恰
も
法
人
の
法
的
機
関
の
役
割
を
す
る
、
或
は
法
的
外
被
と
も
見
ら

れ
る
。
勿
論
両
者
は
機
能
を
中
心
に
分
け
て
考
へ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
分
界
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
法
人
は
、
法
関
係

に
於
て
は
人
格
者
で
あ
っ
て
、
分
割
し
得
ら
れ
な
い
最
終
単
位
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
法
人
の
統
一
性
を
無
視
し
よ

う
と
は
し
な
い
で
却
っ
て
法
人
の
組
織
又
は
活
動
の
合
理
性
を
裏
付
け
よ
う
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
本
稿
で
は
仮
に
、
法
的
機
能
を

中
心
と
す
る
も
の
を
法
的
組
織
、
事
業
活
動
を
中
心
と
す
る
も
の
を
事
業
組
織
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
公
益
法
人
は
法
的
組
織
に
よ

っ
て
国
法
秩
序
内
の
特
定
の
地
位
を
確
保
し
、
国
法
は
又
法
的
組
織
を
通
じ
て
法
人
を
そ
の
秩
序
に
置
く
。
か
か
る
法
的
組
織
は
国

法
が
そ
の
形
態
を
示
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
法
人
の
設
立
者
又
は
法
人
自
身
が
作
り
上
げ
若
く
は
作
り
変
へ
る
。
法
的
組
織
は
法
の
結

果
で
あ
り
ヽ
又
法
の
実
現
で
あ
る
。
事
業
組
織
に
於
て
は
国
法
が
直
接
に
及
ば
な
い
部
面
が
あ
る
。
勿
論
事
業
組
織
と
雖
も
公
益
法

人
の
一
体
的
構
成
の
一
部
で
あ
り
、
法
人
全
体
が
統
一
的
活
動
体
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
法
人
組
織
の
一
部
と
し
て
国
法
の
規
制
を

受
け
る
が
、
事
業
組
織
は
或
程
度
の
独
自
の
秩
序
と
組
織
規
範
を
持
ち
、
法
人
法
の
支
配
は
、
法
的
組
織
を
通
し
て
間
接
的
に
の
み
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及
ぶ
。
さ
て
、
公
益
法
人
の
実
体
を
法
的
組
織
と
事
業
組
織
と
に
二
分
し
て
み
た
が
、
全
て
の
公
益
法
人
に
つ
い
て
両
者
が
各
々
同

じ
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
法
的
組
織
に
つ
い
て
み
て
も
、
例
へ
ば
民
法
は
、
こ
れ
を
二
つ
の
類
型
に
分
け
て
規
定
し
て

い
る
。
そ
の
目
的
、
組
織
が
法
人
以
外
の
者
（
設
立
者
）
か
ら
与
へ
ら
れ
、
従
っ
て
そ
れ
ら
の
変
更
を
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
財

団
と
、
法
的
組
織
の
構
成
員
が
自
ら
法
人
の
目
的
、
組
織
を
変
更
し
得
る
社
団
と
で
あ
る
。
前
者
は
固
定
し
た
目
的
を
永
続
的
に
忠

実
に
実
現
し
て
い
く
た
め
に
、
理
事
の
永
続
性
・
基
本
財
産
の
充
実
な
ど
が
組
織
上
考
へ
ら
れ
、
そ
の
事
業
は
、
宗
教
、
教
育
、
学

術
研
究
、
厚
生
施
設
の
よ
う
な
恒
久
的
事
業
に
適
し
て
い
る
。
然
る
に
後
者
は
、
法
人
の
目
的
、
組
織
を
合
理
的
に
、
社
会
の
情
勢

に
即
し
て
変
更
し
得
る
よ
う
、
社
員
総
会
、
理
事
の
権
能
に
弾
カ
性
を
持
た
せ
る
こ
と
な
ど
が
問
題
に
な
り
、
そ
の
事
業
は
、
一
般

的
な
文
化
事
業
、
社
会
事
業
の
よ
う
に
社
会
の
変
動
に
応
じ
得
る
も
の
に
役
立
つ
と
考
へ
ら
れ
る
。
民
法
以
外
の
公
益
法
人
法
で
は

右
の
財
団
、
社
団
以
外
に
、
恰
も
両
者
の
性
格
を
併
せ
た
よ
う
な
構
造
を
持
つ
法
的
組
織
も
規
定
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
、

民
法
法
人
に
も
か
か
る
組
織
を
持
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
は
既
に
法
人
の
沿
革
の
箇
所
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
更
に
、
法
的
組
織
に
は

法
の
規
定
、
特
に
公
法
的
規
定
が
そ
の
内
部
構
造
に
立
ち
入
っ
て
規
律
し
、
設
立
者
又
は
法
人
が
任
意
に
規
定
す
る
余
地
の
少
な
い

も
の
と
、
法
は
単
に
後
見
的
な
役
目
を
し
て
、
設
立
者
又
は
法
人
が
大
幅
に
そ
の
形
体
を
規
定
出
来
る
も
の
と
あ
る
。
前
者
は
主
と

し
て
公
的
公
益
法
人
の
そ
れ
で
、
後
者
は
主
と
し
て
私
的
公
益
法
人
の
そ
れ
で
あ
る
、
事
業
組
織
に
於
て
も
、
例
へ
ば
宗
教
法
人
に

於
け
る
宗
教
団
体
、
学
校
法
人
に
於
け
る
学
校
の
よ
う
に
、
法
人
格
取
得
以
前
に
お
い
て
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
、
例
へ
ば
民

法
法
人
た
る
自
転
車
振
興
会
の
よ
う
に
、
法
人
設
立
に
よ
っ
て
、
初
め
て
事
業
組
織
を
生
じ
る
も
の
が
あ
る
。
勿
論
、
後
者
と
雖

も
、
単
に
無
か
ら
有
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
は
な
く
、
存
在
し
得
べ
き
も
の
と
し
て
、
全
体
社
会
に
認
め
ら
れ
る
萌
芽
は
存
在
し
て
い

た
の
で
は
あ
る
が
。
法
的
組
織
と
事
業
組
織
と
は
、
し
か
ら
ば
ー
如
何
に
結
合
し
て
法
人
活
動
を
す
る
で
あ
ら
う
か
。
両
者
は
恰
も
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中
心
点
の
異
る
相
交
は
る
円
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
円
は
相
交
は
ら
な
け
れ
ば
な
い
が
、
全
く
重
り
合
う
こ
と
は
な
い
。
例

へ
ば
両
者
は
縮
減
的
に
み
て
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
日
本
赤
十
字
社
、
宗
教
法
人
の
如
き
、
そ
の
法
的
組
織
の
活
動
範
域
は
国

内
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
事
業
組
織
の
関
係
す
る
地
域
は
国
際
的
（
日
本
赤
十
字
社
法
一
、
二
、
二
七
）
で
あ
り
、
又
世
界
的
で
あ

る
。
そ
の
交
り
は
公
的
公
益
法
人
に
深
く
、
私
的
公
益
法
人
に
於
て
浅
い
。
概
言
す
れ
ば
、
生
産
さ
れ
る
福
祉
が
、
個
人
の
人
格
尊

重
、
特
に
自
由
の
保
障
に
関
係
を
持
つ
例
へ
ば
宗
教
・
学
術
・
教
育
・
技
芸
等
に
関
す
る
も
の
、
又
は
生
存
権
に
関
す
る
も
の
の
交

り
は
浅
い
。
両
者
の
相
交
は
ら
な
い
境
は
互
に
相
侵
し
得
な
い
。
一
般
に
そ
れ
ら
の
組
織
で
構
成
さ
れ
る
法
人
の
、
法
的
活
動
は
法
的

組
織
が
先
導
し
、
事
業
活
動
は
事
業
組
織
が
法
的
組
織
を
利
用
す
る
。
唯
、
組
織
相
互
間
で
は
一
方
が
或
る
点
で
優
越
の
地
位
を
占

め
る
と
他
の
点
に
於
て
も
勝
た
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
上
、
如
何
な
る
組
織
も
任
意
に
他
の
如
何
な
る
種
類
の
機
能
を
も
吸
収
す

る
可
能
性
が
あ
り
、
且
つ
そ
の
勝
れ
た
地
位
は
よ
り
一
肩
優
位
の
地
位
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
各
法
人
に
よ
っ
て
、
夫
々
、
そ

の
組
合
せ
の
深
さ
は
異
る
で
あ
ら
う
。
大
体
に
於
て
、
国
の
公
益
法
人
政
策
の
強
い
と
き
、
又
は
法
人
の
経
営
面
の
強
調
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
法
的
組
織
が
優
位
に
立
ち
、
平
時
に
於
て
、
法
人
の
経
営
に
困
難
の
な
い
と
き
は
事
業
組
織
が
優
越
す
る
で
あ

ら
う
。
こ
れ
を
別
な
面
か
ら
み
れ
ば
、
或
る
法
人
を
組
成
す
る
法
的
組
織
と
事
業
組
織
と
に
於
て
、
何
れ
か
一
方
の
強
度
は
他
方
の

弱
さ
を
導
く
。
従
っ
て
国
法
が
規
定
に
よ
っ
て
法
的
組
織
の
活
動
を
規
律
す
る
と
こ
ろ
が
多
け
れ
ば
、
当
該
法
人
の
事
業
組
織
の
自

由
な
活
動
分
野
は
そ
れ
だ
け
狭
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
さ
き
に
公
益
法
人
の
分
類
を
し
た
が
、
こ
れ
は
、
法
人
の
法
的
組
織

又
は
事
業
組
織
の
何
れ
か
に
注
目
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
公
的
公
益
法
人
と
私
的
公
益
法
人
と
の
区
別
は
法
的
組
織

に
公
法
的
規
定
が
多
い
か
少
な
い
か
に
よ
り
、
又
、
文
化
的
公
益
法
人
と
社
会
経
済
的
公
益
法
人
と
の
区
別
は
事
業
組
織
の
機
能
の

区
別
に
よ
る
よ
う
に
。
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以
上
の
よ
う
に
公
益
法
人
は
二
つ
の
組
織
体
を
持
つ
も
の
と
理
解
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
法
人
は
、
そ
の
有
利
さ
が
味
は
れ

て
以
来
、
④
そ
れ
が
ま
づ
法
上
、
計
画
と
し
て
工
夫
せ
ら
れ
、
別
言
す
れ
ば
法
的
組
織
が
計
画
せ
ら
れ
、
事
業
組
織
は
こ
れ
に
お
く

れ
て
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
例
へ
ば
公
的
公
益
法
人
及
形
式
的
公
益
法
人
の
あ
る
種
の
も
の
の
如
き
。
又
○
ま
づ
事
業
組
織
が
形
成

せ
ら
れ
、
つ
い
で
そ
れ
に
法
的
組
織
が
加
は
る
も
の
、
例
へ
ば
宗
教
法
人
の
如
き
が
あ
る
。
こ
れ
を
法
規
の
表
現
の
上
か
ら
み
る
と

①
法
人
が
事
業
団
体
を
設
置
経
営
す
る
、
と
い
う
も
の
（
例
、
公
民
館
、
図
書
館
、
博
物
館
を
経
営
す
る
民
法
法
人
（
社
会
教
育
法

二
一
・
ニ
・
三
）
）
　
②
事
業
組
織
が
法
的
地
位
を
得
る
た
め
に
人
格
を
取
得
す
る
、
と
い
う
方
式
の
も
の
（
例
、
宗
教
法
人
、
同
法

一
）
と
③
そ
の
何
れ
で
あ
る
か
不
明
な
も
の
（
例
、
通
信
教
育
を
行
う
民
法
法
人
（
社
会
教
育
法
五
一
）
日
本
赤
十
字
社
、
（
同
法

二
七
）
日
本
放
送
協
会
（
放
送
法
七
九
）
私
学
振
興
会
（
同
法
二
二
）
、
社
会
福
祉
事
業
振
興
会
（
同
法
二
三
）
、
日
本
育
英
会
（
同

法
一
）
商
工
会
議
所
（
同
法
九
）
）
と
あ
る
。

　
さ
き
に
公
益
法
人
は
目
的
団
体
で
あ
る
と
云
っ
た
（
前
述
一
、
〇
（
Ａ
）
（
ｂ
）
法
人
の
性
格
（
ハ
）
参
照
）
が
、
そ
の
点
を
こ
こ

に
関
連
し
て
言
換
え
る
と
、
公
益
法
人
は
そ
の
内
に
持
つ
事
業
組
織
の
活
動
を
有
利
適
切
な
ら
し
め
る
よ
う
に
、
法
的
組
織
に
よ
っ

て
或
る
目
的
に
統
一
づ
け
ら
れ
た
法
的
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
法
人
は
前
述
の
よ
う
に
法
主
体
と
し
て
の
存
立
に
堪
え
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
最
小
限
度
の
財
産
、
定
款
、
法
人
の

機
関
等
明
確
な
組
織
を
必
要
と
す
る
。
法
社
会
に
於
け
る
法
人
の
活
動
の
責
任
は
、
経
済
上
の
活
動
の
場
合
は
勿
論
、
そ
の
他
の
活

動
と
雖
も
多
く
は
財
産
上
の
責
任
に
転
換
せ
ら
れ
る
（
民
四
二
〇
、
七
〇
九
等
）
。
法
人
が
財
産
を
欠
く
場
合
は
、
そ
の
社
会
的
活
動

に
対
す
る
責
任
が
遂
行
出
来
な
い
。
刑
事
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
多
く
、
法
人
の
機
関
が
そ
の
責
に
任
ず
る
（
例
、
民
八
四
）
。
法
人

の
権
利
能
カ
は
法
令
及
定
款
の
範
囲
に
よ
っ
て
制
限
せ
ら
れ
、
法
人
の
取
引
亦
定
款
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
る
た
め
、
定
款
は
明
確
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に
規
定
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
公
益
法
人
は
全
体
社
会
の
た
め
に
存
在
す
る
と
云
っ
た
が
、
こ
れ
は
法
的
観
点
か
ら
、
公
益
法

人
の
種
概
念
た
る
法
的
組
織
が
、
国
法
の
目
的
に
副
い
つ
つ
、
事
業
組
織
の
社
会
的
活
動
を
法
的
に
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

　
扨
て
以
上
の
よ
う
な
社
会
的
性
格
を
持
つ
公
益
法
人
の
存
在
理
由
は
何
で
あ
ら
う
か
。
既
に
一
応
触
れ
た
点
で
は
あ
る
が
再
び
考

へ
て
み
た
い
。
勿
論
こ
の
点
は
複
雑
な
問
題
で
あ
っ
て
簡
単
に
言
い
尽
し
得
な
い
が
、
そ
れ
は
ま
づ
国
家
及
社
会
の
要
求
に
基
因
す

る
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
法
主
体
と
し
て
及
び
公
益
事
業
主
体
と
し
て
の
二
つ
の
面
か
ら
の
要
求
か
ら
。
そ
も
そ
も
公
益
事

業
は
全
体
社
会
の
た
め
の
事
業
で
あ
る
か
ら
、
個
人
も
国
家
も
、
そ
の
他
の
社
会
も
凡
て
が
之
を
為
し
得
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
唯
、
公
益
事
業
は
そ
の
性
質
上
、
永
続
的
・
計
画
的
・
非
営
利
的
で
あ
る
こ
と
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
に
国
家
は
一
般

的
に
そ
の
任
に
堪
え
得
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
国
家
は
公
益
事
業
を
行
う
に
必
ず
し
も
適
当
で
な
い
。
そ
の
理
由
。
一
つ
は
社

会
に
於
け
る
分
化
の
傾
向
に
基
く
。
国
家
は
国
家
と
し
て
の
専
業
を
守
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
又
事
業
の
性
質
に
よ
れ
ば
、
国
家
権

力
か
ら
な
る
べ
く
は
な
れ
た
方
が
近
代
法
の
理
念
に
合
す
る
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
勿
論
事
実
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は

な
い
。
そ
の
方
が
比
較
的
良
い
と
さ
れ
る
。
例
へ
ば
学
問
、
芸
術
、
宗
教
、
良
心
、
思
想
に
関
す
る
文
化
的
事
業
の
如
き
、
国
家
は

不
干
与
の
建
前
で
あ
り
（
憲
二
三
、
二
一
ー
二
〇
、
一
九
、
八
九
教
育
基
本
法
二
、
宗
教
法
人
法
一
、
等
）
。
又
、
個
人
の
経
済
生

活
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
も
資
本
主
義
経
済
理
念
か
ら
、
国
家
は
な
る
べ
く
干
与
し
な
い
で
、
こ
れ
を
私
的
自
治
に
委
せ
る
の
が

正
し
い
と
考
へ
る
。
二
つ
に
は
、
国
家
は
そ
の
能
力
に
限
度
が
あ
る
こ
と
に
基
く
。
国
家
の
事
業
は
、
予
算
の
枠
に
縛
ら
れ
て
そ
の

活
動
に
機
動
性
を
欠
き
、
事
業
の
下
部
組
織
又
は
補
助
機
関
が
法
に
規
定
さ
れ
て
い
て
縮
伸
不
自
由
で
あ
る
こ
と
、
業
務
執
行
に
も

制
度
上
限
界
が
あ
っ
て
動
き
が
と
れ
な
い
な
ど
の
事
情
に
よ
る
。
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茲
で
国
家
と
公
益
法
人
の
一
般
的
な
支
配
関
係
に
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
国
家
も
公
益
法
人
も
部
分
社
会
と
し
て
そ
の
組
織

は
何
れ
も
個
人
に
基
礎
を
置
き
、
全
休
と
し
て
の
個
人
の
た
め
に
存
在
す
る
。
公
益
法
人
の
一
員
で
あ
る
個
人
は
、
同
時
に
国
家
の

一
員
で
あ
る
。
個
人
は
そ
の
寄
与
に
一
定
の
限
度
が
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
所
属
す
る
公
益
法
人
の
機
能
と
国
家
の
機
能
が
、
同
種
の
場

合
は
、
一
方
に
対
す
る
忠
誠
が
他
方
に
対
し
て
も
忠
と
な
る
が
、
異
種
の
場
合
は
、
一
方
へ
の
忠
誠
は
他
方
へ
の
不
忠
と
な
る
こ
と
に

な
る
。
例
へ
ば
学
問
、
宗
教
、
芸
術
の
如
き
、
事
業
の
性
質
上
国
家
権
カ
か
ら
は
な
れ
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
異
質
の
機
能
を
持
つ

も
の
と
さ
れ
、
従
っ
て
か
か
る
法
人
が
事
業
の
拡
張
す
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
国
家
の
機
能
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
、
そ

の
他
の
一
般
的
な
公
益
事
業
を
行
う
法
人
の
活
動
の
拡
大
は
、
国
家
の
同
質
的
な
一
般
的
公
益
事
業
を
拡
大
せ
し
め
る
も
の
と
見
ら

れ
る
。
国
家
も
公
益
法
人
も
共
に
部
分
社
会
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
同
一
の
社
会
地
位
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
国
家

は
全
体
社
会
が
直
接
に
支
持
す
る
が
、
公
益
法
人
の
事
業
組
織
は
全
体
社
会
の
支
持
を
得
、
法
的
組
織
は
国
家
が
支
持
す
る
。
勿
論
国

家
は
公
共
団
体
に
対
す
る
よ
う
に
公
権
力
を
分
与
し
な
い
し
事
業
の
種
類
を
限
定
し
、
そ
の
権
カ
亦
小
さ
い
。
国
家
は
権
カ
団
体
と
し

て
他
の
部
分
社
会
の
上
位
に
立
ち
、
法
を
通
し
て
公
益
法
人
を
支
配
下
に
置
く
。
誇
張
し
た
表
現
を
以
っ
て
す
れ
ば
公
益
法
人
の
法

的
組
織
が
、
そ
の
機
能
を
あ
げ
て
国
家
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
り
、
国
家
は
そ
の
組
織
を
通
じ
て
公
益
法
人
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
。

茲
に
支
配
と
い
っ
て
も
国
家
が
公
益
法
人
に
対
す
る
態
度
に
二
の
型
が
み
ら
れ
る
。
一
は
な
る
べ
く
公
益
法
人
を
統
制
し
て
そ
の
機

能
の
凡
て
を
支
配
下
に
温
か
う
と
し
、
他
は
寛
容
の
態
度
を
採
り
、
法
人
の
設
定
を
自
由
に
し
、
統
制
を
な
る
べ
く
差
控
え
よ
う
と

す
る
・
実
際
に
は
右
の
型
が
は
っ
き
り
と
行
は
れ
る
の
は
な
く
、
時
代
に
よ
り
そ
れ
ら
が
交
錯
し
て
何
れ
か
が
他
よ
り
強
く
表
れ
る
に

過
ぎ
な
い
。
又
、
国
家
が
公
益
法
人
を
支
配
す
る
に
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
第
一
に
個
人
が
法
人
を
組
織
す
る
に
は
、
か
く
か
く
の

法
定
の
形
式
を
以
て
せ
よ
と
指
示
す
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
と
き
個
人
は
そ
の
法
に
直
接
支
配
さ
れ
る
が
、
法
人
は
間
接
的
に
支
配
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さ
れ
る
。
第
二
に
、
成
立
し
た
法
人
を
法
が
直
接
に
支
配
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
国
の
公
益
法
人
に
対
す
る
支
配
若
く
は
統
制
に
つ
い
て
は
次
（
ｂ
）
に
考
察
す
る
が
、
こ
こ
で
一
般
的
な
問
題
と
し
て
憲
法
八
九

条
の
「
公
の
支
配
」
を
取
り
上
げ
た
い
。
憲
法
八
九
条
は
一
般
に
政
教
分
離
、
公
私
分
離
の
原
則
を
明
定
し
、
併
せ
て
財
政
支
出
の

原
則
を
規
定
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
政
教
分
離
の
原
則
は
貫
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
（
憲
二
〇
）
、
公
の
財
産
は
宗
教
団
体
の
み

な
ら
ず
、
宗
教
に
関
聯
す
る
限
り
個
人
に
も
支
出
し
た
り
利
用
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
　
（
憲
一
四
、
二

〇
）
。
公
の
財
産
を
与
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
宗
数
団
体
に
特
別
の
保
護
を
与
へ
、
且
つ
、
信
教
の
自
由
に
干
与
す
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
し
て
、
沿
革
か
ら
み
て
も
、
慈
善
、
教
育
、
博
愛
の
事
業
に
到
っ
て
は
、
宗
教
程
政
治
権
力
と
深
い
関

係
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
一
部
は
現
在
、
国
家
の
手
で
行
は
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
或
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
国
家
の
経

済
的
保
護
を
必
要
と
す
る
事
業
で
あ
る
。
然
る
に
公
の
財
産
は
公
の
利
益
の
た
め
に
の
み
支
出
せ
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
或
種
の
事
業
が
公
の
支
配
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
公
の
財
産
を
支
出
し
得
る
と
な
す
の
は
当
然
で
あ
る
。
然
ら
ば

　
「
公
の
支
配
」
は
如
何
な
る
範
囲
の
内
容
を
持
つ
か
。
支
配
と
い
う
の
は
、
組
織
に
よ
る
統
制
を
意
味
す
る
。
支
配
の
様
相
は
公
益

法
人
の
事
業
や
組
織
に
よ
っ
て
異
な
り
、
国
家
及
社
会
の
情
勢
に
よ
っ
て
も
様
々
で
あ
る
。
唯
、
公
益
法
人
も
国
家
構
成
の
一
メ
ン

バ
ー
と
し
て
一
般
的
支
配
に
服
す
る
が
、
こ
の
点
は
凡
て
の
法
人
又
は
個
人
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
問
題
は
国
家
が
公
益
法
人

に
対
し
一
般
人
以
上
の
支
配
を
行
う
場
合
で
あ
る
。
国
家
は
一
た
び
秩
序
維
持
の
た
め
、
公
益
法
人
に
対
し
支
配
関
係
が
成
立
す
る

と
、
容
易
に
他
の
点
に
つ
い
て
も
公
益
法
人
の
服
従
を
求
め
易
く
す
る
。
蓋
し
、
国
家
は
初
め
に
得
た
優
越
カ
を
利
用
す
る
し
、

又
、
公
益
法
人
は
、
国
家
が
秩
序
維
持
に
つ
い
て
優
越
力
を
有
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、
他
の
点
に
つ
い
て
も
優
越
力
が
あ
る
も
の
と

考
へ
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
国
家
は
そ
の
優
越
カ
を
よ
り
多
く
利
用
す
る
か
、
公
益
法
人
が
そ
の
連
想
を
た
く
ま
し
う
す
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る
か
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
支
配
の
度
が
強
く
な
る
。
支
配
者
は
被
支
配
者
が
服
従
に
応
じ
て
提
供
す
る
カ
を
得
て
一
層
優
越
の
地
位

を
得
る
。
さ
て
、
憲
法
八
九
条
後
段
の
一
の
目
的
は
、
公
の
財
産
は
、
公
の
利
益
の
た
め
に
の
み
支
出
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
支
出
の
限
度
を
示
す
も
の
と
思
は
れ
る
。
公
の
支
出
が
公
の
利
益
に
役
立
つ
か
否
か
の
判
定
は
支
出
の
対
象
が
公
の
支
配
下
に
在

る
と
き
に
初
め
て
達
せ
ら
れ
る
。
若
し
そ
の
対
象
が
公
の
支
配
下
に
な
い
と
き
は
支
出
し
た
財
産
の
行
方
が
判
ら
な
い
こ
と
に
な
ら

う
。
従
っ
て
そ
の
財
産
の
行
方
が
看
取
出
来
る
程
度
の
支
配
が
当
然
行
は
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
逆
に
み
れ
ば
、
或
る
公

益
法
人
に
「
公
の
支
配
」
が
行
は
れ
て
い
る
か
否
か
を
知
る
に
は
、
法
人
の
財
産
が
政
府
出
資
金
で
あ
る
か
、
補
助
金
を
交
付
さ
れ

て
い
る
か
、
等
を
み
れ
ば
判
る
。
或
る
議
論
の
如
く
学
校
を
経
営
す
る
法
人
に
対
し
て
は
法
上
「
公
の
支
配
」
が
既
に
及
ん
で
い
る

か
ら
、
公
の
財
産
は
当
然
、
支
出
出
来
る
と
す
る
の
は
む
し
ろ
理
論
の
逆
で
、
公
の
財
産
を
交
付
し
た
と
き
初
め
て
「
公
の
支
配
」

が
行
は
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
交
付
は
財
政
的
配
慮
か
ら
の
み
出
る
。
さ
て
、
国
家
の
公
益
法
人
に
対
す
る
支
配
も
、
常

に
国
家
の
利
益
の
み
を
考
へ
て
行
は
れ
る
の
で
は
な
い
。
国
家
が
自
己
を
守
る
必
要
の
あ
る
特
別
の
場
合
に
は
、
国
の
利
益
を
ま
づ

考
へ
て
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
又
、
特
定
の
公
益
法
人
に
対
し
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
利
益
を
よ
り
重
く
み
て
支
配

が
及
ぶ
場
合
も
あ
ら
う
。
何
れ
も
短
期
に
お
き
得
る
事
情
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
多
く
の
場
合
は
、
国
家
と
公
益
法
人
の
両
者
の

利
益
の
た
め
に
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
一
般
に
、
た
だ
、
国
家
の
公
益
法
人
に
対
す
る
支
配
を
ゆ
る
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
直
ち
に
後
者
の
利
益
や
自
由
が
拡
張
さ
れ
る
と
考
へ
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

　
公
益
法
人
に
対
す
る
国
家
の
態
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
既
に
考
察
し
た
（
帥
公
益
法
人
の
沿
革
）
が
、
今
一
度
こ
れ
を
概
観
し
よ

う
。
全
期
を
便
宜
上
、
（
Ｉ
）
第
二
次
大
戦
前
の
放
任
時
代
（
Ⅱ
）
戦
時
中
の
統
制
時
代
（
Ⅳ
）
戦
後
の
育
成
時
代
と
に
分
る
。

　
　
（
Ｉ
）
放
任
時
代
は
、
い
は
ば
国
運
隆
昌
に
向
う
時
期
で
あ
り
、
国
民
は
封
建
的
生
活
の
諸
契
機
を
帯
び
つ
つ
、
資
本
主
義
的
経
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済
、
個
人
主
義
的
文
化
は
個
人
の
自
由
を
要
求
し
、
生
活
は
自
己
の
責
任
に
於
て
為
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
公
益
法
人
の
事
業
に

つ
い
て
も
、
法
制
上
特
に
干
与
も
保
護
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
然
る
に
、
（
Ⅱ
）
、
戦
時
体
制
下
に
入
る
と
国
民
の
生
活
、
思
想
は
統

一
さ
れ
た
。
こ
の
期
間
に
制
定
さ
れ
た
公
益
法
人
法
は
大
日
本
育
英
会
法
、
宗
数
団
体
法
及
公
益
法
人
に
関
連
す
る
若
干
の
手
続
的

法
令
で
あ
る
が
、
実
情
は
、
政
府
の
干
与
甚
し
く
、
或
種
の
宗
教
の
自
由
は
犯
さ
れ
、
映
画
、
言
論
、
美
術
等
の
民
法
法
人
は
国
家

の
機
関
化
し
、
そ
の
行
動
は
制
限
さ
れ
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
財
政
的
・
精
神
的
保
護
を
受
け
た
。
厚
生
、
社
会
等
の
事
業
を
行
う

民
法
法
人
も
こ
の
体
勢
に
準
じ
た
。
（
Ⅳ
）
戦
後
は
育
成
時
代
に
入
ら
う
と
し
て
い
る
。
併
し
、
現
在
な
お
確
た
る
緒
に
つ
い
た
と

は
云
は
れ
な
い
。
む
し
ろ
或
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
現
在
は
混
乱
期
で
あ
る
と
も
云
へ
る
。
こ
れ
は
前
期
に
於
け
る
国
家
の
干
与
に
対

す
る
反
動
、
個
人
主
義
思
想
の
影
響
、
国
民
の
経
済
生
活
、
精
神
生
活
か
ら
来
る
公
益
事
業
に
対
す
る
著
し
い
要
求
、
憲
法
に
表
れ

た
諸
思
想
の
交
錯
等
に
基
づ
く
。
そ
し
て
こ
の
混
乱
の
中
に
新
し
い
芽
生
へ
が
伸
び
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ

に
は
幾
つ
か
の
公
益
法
人
に
対
す
る
国
の
根
幹
的
方
策
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
即
ち
、
（
Ｉ
）
憲
法
の
基
本
的
人
権

の
尊
重
の
要
請
に
応
じ
て
、
個
人
の
自
由
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
法
人
の
設
立
が
特
別
法
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
分

野
に
於
て
は
法
人
に
対
す
る
国
の
干
与
は
な
る
べ
く
少
く
し
よ
う
と
す
る
。
（
Ⅱ
）
自
由
の
尊
重
に
並
ん
で
個
人
の
社
会
的
経
済
的

平
等
を
は
か
る
よ
う
な
法
人
の
存
立
が
、
特
別
法
に
よ
っ
て
だ
ん
だ
ん
計
画
さ
れ
た
こ
と
。
こ
の
分
野
に
於
て
は
斯
る
方
策
を
国
の

干
与
に
よ
っ
て
行
は
う
と
試
み
る
。

　
国
家
と
公
益
法
人
と
の
関
係
は
以
上
み
た
よ
う
な
上
下
の
関
係
の
外
、
両
者
が
各
々
並
列
す
る
独
立
体
と
し
て
、
積
極
的
に
共
同

目
的
た
る
公
益
の
生
産
分
配
を
協
カ
し
て
遂
行
し
よ
う
と
す
る
関
係
が
み
ら
れ
、
又
、
例
へ
ば
政
教
分
離
の
原
則
の
如
く
、
相
互
が

消
極
的
に
他
の
立
場
を
尊
重
し
て
干
与
し
な
い
と
い
う
態
度
を
と
る
場
合
が
あ
る
。
又
国
家
と
公
益
法
人
と
の
間
に
は
法
的
に
或
は
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実
質
的
に
親
疎
の
関
係
も
見
ら
れ
る
。
例
へ
ば
親
近
な
も
の
と
し
て
は
公
的
公
益
法
人
の
如
く
、
法
人
の
設
立
及
解
散
、
役
員
の
組

織
、
財
産
、
規
則
変
更
等
法
人
組
織
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
国
家
が
深
く
干
渉
す
る
も
の
、
又
疎
遠
な
関
係
と
し
て
は
宗
教
法
人
の

如
く
、
法
人
の
設
立
、
規
則
変
更
、
解
散
等
に
つ
い
て
最
小
限
度
に
の
み
干
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。

　
　
（
ｂ
）
以
上
で
国
家
と
公
益
法
人
と
の
関
係
の
一
般
的
考
察
は
終
っ
た
か
ら
、
つ
づ
い
て
公
益
法
人
に
対
る
国
家
の
干
与
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。

　
茲
で
干
与
と
い
う
の
は
、
さ
き
に
触
れ
た
「
支
配
」
も
含
め
て
、
そ
れ
以
上
に
広
い
意
味
に
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
支
配
は
組
織

に
よ
る
統
制
の
こ
と
で
あ
る
。
統
制
は
、
法
の
形
式
を
採
る
も
の
と
、
法
の
形
式
に
よ
ら
ず
、
法
に
よ
る
国
家
機
関
の
行
う
行
為
で

あ
る
と
を
問
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
統
制
は
終
局
に
お
い
て
は
、
被
支
配
者
の
承
認
又
は
納
得
を
伴
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
干
与
に
は
、
ま
た
、
国
家
意
思
の
形
成
・
執
行
が
あ
く
ま
で
事
務
的
に
行
は
れ
る
と
こ
ろ
の
管
理
も
含
め
考
へ
る
。
更
に
、
国

の
支
配
の
あ
る
限
り
、
価
値
の
優
越
に
従
う
と
こ
ろ
の
指
導
が
伴
う
場
合
も
干
与
と
考
へ
る
。
そ
れ
以
上
、
国
家
の
構
成
員
の
立
場

に
立
っ
て
、
国
家
の
意
思
に
対
し
て
、
任
意
に
自
己
を
制
限
し
、
そ
の
支
配
に
参
与
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
な

い
。
国
の
干
与
に
は
次
の
よ
う
な
点
が
常
に
考
慮
を
払
は
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
公
益
法
人
は
活
動
体
で
あ
る
か

ら
、
法
人
の
組
織
を
確
実
に
す
る
よ
う
に
配
慮
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
へ
ば
法
人
の
設
立
、
解
散
の
時
期
、
又
は
法
人
の

積
極
消
極
財
産
を
明
確
に
す
る
と
か
、
法
人
の
機
関
の
職
務
権
限
を
明
か
に
す
る
と
か
、
第
三
者
保
護
に
必
要
な
厳
格
な
規
定
を
設

け
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
次
に
、
公
益
法
人
の
活
動
に
対
し
、
そ
れ
が
明
か
に
全
休
社
会
の
利
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の

外
は
、
干
与
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
文
化
的
公
益
法
人
は
事
業
の
性
質
上
そ
の
自
由
が
尊
重
せ
ら
れ
、
社
会
経
済
的
公
益
法

人
は
平
等
を
基
本
的
要
請
と
す
る
な
ど
。
こ
れ
ら
点
に
つ
い
て
は
国
法
を
以
て
し
て
も
侵
さ
な
い
よ
う
特
に
配
慮
を
要
す
る
。
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扨
て
、
現
行
法
上
如
何
な
る
干
与
が
行
は
れ
て
い
る
か
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
（
１
）
　
ま
づ
立
法
機
関
に
よ
る
干
与
に
つ
い
て
。
立
法
機
関
は
立
法
及
予
算
に
よ
り
干
与
し
得
る
。
法
規
範
は
そ
れ
に
予
想
す
る

事
実
に
対
し
て
一
般
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
公
益
法
人
法
の
凡
て
の
条
項
が
直
ち
に
国
の
干
与

で
あ
る
と
す
る
の
は
思
い
過
ぎ
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
益
法
人
と
し
て
の
基
本
的
、
限
界
的
性
格
の
領
域
を
越
え
て
個
人
又
は
法
人
の

意
思
を
拘
束
す
る
規
定
が
な
さ
れ
た
場
合
に
問
題
と
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
へ
ば
公
益
法
人
は
法
主
体
で
あ
る
か
ら
、
国

家
、
個
人
及
び
そ
の
他
の
団
体
の
機
関
と
異
り
、
自
主
的
な
独
立
体
と
し
て
活
動
出
来
る
だ
け
の
最
小
限
度
の
組
織
的
規
定
を
置
く

こ
と
が
国
の
干
与
と
は
云
い
得
な
い
。
し
か
し
、
公
益
法
人
を
他
の
主
体
の
機
関
の
如
く
手
段
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
干
与
が

始
ま
る
。
又
国
会
は
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
例
へ
ば
日
本
放
送
協
会
の
予
算
、
決
算
、
役
員
の
任
免
は
国
会
又

は
両
議
院
の
承
認
又
は
同
意
を
必
要
と
し
、
私
学
振
興
会
、
社
会
福
祉
事
業
振
興
会
、
日
本
育
英
会
の
予
算
決
算
も
国
会
の
承
認
を

必
要
と
し
た
。
こ
れ
ら
国
会
の
承
認
も
国
民
の
意
思
を
無
視
し
、
全
体
社
会
又
は
国
家
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
事
由
が
な
い
の
に
拘

ら
ず
、
法
人
の
事
業
の
遂
行
に
重
大
な
支
障
を
結
果
せ
し
め
る
よ
う
な
行
為
は
国
の
明
か
な
干
与
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
（
２
）
　
つ
ぎ
に
行
政
機
関
に
よ
る
干
与
に
つ
い
て
。
行
政
作
用
は
法
律
の
下
に
於
て
行
は
れ
る
か
ら
、
若
し
法
律
が
正
し
く
、
そ
の

解
釈
が
合
法
的
で
あ
る
と
き
は
行
政
機
関
に
よ
る
国
の
干
与
と
い
う
こ
と
は
理
論
的
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
然
る
に
実
際
は
行
政
行

為
が
法
の
規
定
す
る
限
界
を
超
え
易
い
。
そ
の
理
由
は
行
政
機
関
が
存
続
す
る
と
そ
こ
に
於
け
る
構
成
員
は
集
団
的
な
自
我
意
識
を

持
つ
に
至
る
。
斯
る
意
識
が
成
立
す
る
と
、
そ
こ
に
必
ず
「
わ
れ
ら
」
の
優
越
又
は
拡
張
を
求
め
る
。
更
に
構
成
員
は
、
支
配
の
上

下
構
造
中
に
一
定
の
地
位
と
権
限
を
持
ち
、
そ
の
事
務
に
つ
い
て
は
特
別
の
知
識
と
熟
練
を
持
ち
、
地
位
又
は
権
限
の
優
越
又
は
拡

張
を
求
め
よ
う
と
し
、
又
は
行
政
機
関
ひ
い
て
は
国
家
の
権
力
の
拡
張
に
つ
と
め
る
。
か
く
て
既
に
制
定
さ
れ
た
法
の
範
域
を
超
え
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て
ま
で
国
家
の
干
与
が
行
わ
れ
る
。
行
政
機
関
は
法
人
の
組
織
、
事
業
に
至
る
ま
で
、
常
に
干
与
し
得
る
機
会
を
持
つ
、
最
も
強
力

な
機
関
で
あ
る
。

　
一
般
に
行
政
処
分
は
霸
束
処
分
と
自
由
才
量
処
分
と
に
区
別
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
行
政
処
分
の
手
続
等
が
法
に

よ
っ
て
制
限
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
行
政
機
関
の
自
由
な
る
才
量
の
余
地
の
な
い
も
の
を
指
し
、
後
者
は
、
法
規
の
範
囲
内
に
於

て
、
自
由
才
量
の
余
地
の
あ
る
も
の
を
謂
う
。
前
者
の
違
反
は
違
法
処
分
と
目
さ
れ
、
後
者
の
過
誤
は
不
当
な
行
為
に
過
ぎ
な
い
。

行
政
処
分
を
法
の
規
定
に
よ
っ
て
固
く
ル
ー
ル
付
け
る
こ
と
は
、
社
会
の
実
情
に
即
応
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
却
っ
て
法
を

死
物
化
す
る
欠
点
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
行
政
処
分
は
法
の
具
体
的
実
現
と
し
て
、
人
の
権
利
、
利
益
に
関
す
る
こ
と
が
多
く
、
又

行
政
機
関
の
組
織
自
体
に
も
政
治
的
支
配
カ
が
強
く
行
わ
れ
易
い
か
ら
行
政
処
分
特
に
、
法
人
の
組
織
的
方
面
に
関
す
る
取
扱
は
出

来
る
だ
け
、
法
規
に
規
定
せ
し
め
る
の
が
望
ま
し
い
。
法
人
は
法
規
に
よ
っ
て
、
そ
の
組
織
を
決
定
し
、
事
業
を
遂
行
す
る
し
、
第

三
者
亦
そ
の
法
規
に
基
く
行
動
に
よ
っ
て
安
心
す
る
。
更
に
云
へ
ば
、
多
く
の
組
織
的
規
定
は
む
し
ろ
司
法
監
督
に
移
し
て
、
後
見

的
に
、
「
法
に
よ
る
支
配
」
を
行
わ
し
め
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
若
干
の
法
は
国
の
干
与
の
一
般
的
原
則
に
つ
い
て
こ
れ
を
明
示
す
る
。
斯
る
法
に
違
反
す
る
と
違
法
行
為
と
し
て
行
政
争
訟
の
理

由
と
な
り
得
る
で
あ
ら
う
。
今
、
そ
の
主
な
も
の
を
示
す
。
憲
法
（
九
九
）
は
国
家
機
関
が
憲
法
の
規
定
を
誠
実
に
履
行
す
る
義
務

を
規
定
す
る
。
従
っ
て
国
家
機
関
は
個
人
又
は
公
益
法
人
に
対
す
る
憲
法
の
基
本
的
規
定
特
に
基
本
的
人
権
の
如
き
は
最
も
尊
重
す

べ
き
あ
り
、
こ
れ
が
違
反
は
法
違
反
た
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
又
、
文
化
的
公
益
法
人
は
そ
の
自
由
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
、
事
業

の
遂
行
が
十
分
に
行
わ
れ
が
た
い
に
拘
ら
ず
、
常
に
国
の
機
関
の
恣
意
的
利
用
に
供
せ
ら
れ
易
い
。
従
っ
て
立
法
に
よ
っ
て
、
こ
れ

が
行
使
の
限
界
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
即
ち
宗
教
法
人
法
（
一
）
は
、
同
法
の
如
何
な
る
規
定
と
雖
も
、
信
教
の
自
由
を
制
限
し
得
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る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
国
家
機
関
は
宗
教
法
人
に
関
し
て
法
令
を
制
定
、
改
廃
し
、
そ
の
他
行
政
上
の
諸
行
為
を
な

す
場
合
に
際
し
宗
教
法
人
の
宗
教
上
の
特
性
及
慣
習
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
又
、
信
教
の
自
由
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い

　
（
八
四
）
と
し
、
宗
教
団
体
の
宗
教
上
の
事
項
及
宗
教
上
の
役
員
職
員
に
つ
い
て
調
停
、
任
免
、
進
退
の
勧
告
、
誘
導
及
干
渉
を
認

め
て
い
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
し
（
八
五
）
、
行
政
機
関
の
違
法
処
分
は
出
訴
の
理
由
に
な
る
（
八
六
）
と
し
て
い
る
。

信
教
の
自
由
は
、
現
行
法
上
も
沿
革
上
も
特
に
保
障
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
干
渉
は
格
別
に
制
限
せ
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
然
し
思
想
発
表
、
言
論
の
自
由
は
信
教
の
自
由
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
現
代
的
意
義
を
持
つ
。
こ
れ
に
つ
い
て
放

送
法
は
、
放
送
番
組
は
法
律
に
定
め
る
権
限
に
基
く
場
合
で
な
け
れ
ば
何
人
か
ら
も
干
渉
さ
れ
な
い
し
規
律
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る

　
（
三
）
。
放
送
番
組
は
放
送
者
の
放
送
に
よ
る
表
現
の
方
法
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て

い
る
限
り
（
憲
二
一
）
放
送
が
不
偏
不
党
、
真
実
及
び
自
律
を
自
ら
が
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
放
送
番
組
編
集
の
自
由
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
（
一
、
三
）
は
当
然
で
あ
る
。
更
に
教
育
に
つ
い
て
も
法
は
種
々
考
慮
を
払
っ
て
い
る
。
教
育
の
必
要
性
は
国
家
の
よ
う
な

政
治
団
体
よ
り
更
に
一
層
根
底
に
立
つ
社
会
（
個
人
と
云
っ
た
方
が
適
切
か
も
知
れ
な
い
）
の
要
請
に
根
ざ
す
。
従
っ
て
教
育
に
関

す
る
法
は
、
国
の
干
与
に
つ
い
て
、
厳
格
な
制
限
を
設
け
る
。
例
へ
ば
、
学
校
教
育
に
つ
い
て
、
私
立
学
校
法
第
一
条
は
「
私
立
学

校
の
特
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
自
主
性
を
重
ん
じ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
又
社
会
教
育
に
関
し
て
は
、
社
会
教
育
法
第
一
二

条
は
国
は
社
会
教
育
関
係
団
体
に
対
し
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
不
当
に
統
制
的
支
配
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
事
業
に
干
渉
し
て

は
な
ら
な
い
と
し
、
図
書
館
法
第
二
六
条
は
、
国
は
私
立
図
書
館
の
事
業
に
干
渉
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
然
る
に
、
社
会

経
済
的
公
益
法
人
の
行
う
公
益
事
業
は
文
化
的
公
益
法
人
の
行
う
そ
れ
と
は
原
理
が
ち
が
う
。
前
者
の
生
産
す
る
福
祉
は
主
と
し
て

経
済
的
劣
位
に
在
る
者
に
対
す
る
経
済
的
給
付
で
あ
る
。
そ
の
事
業
の
中
心
的
意
図
は
全
体
社
会
の
力
に
よ
っ
て
社
会
的
不
平
等
を
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救
わ
う
と
す
る
に
在
る
。
そ
の
意
味
で
社
会
意
識
と
し
て
の
法
が
、
部
分
社
会
た
る
国
家
に
帰
し
た
責
任
は
、
国
家
も
亦
自
ら
か
か

る
事
業
を
行
う
責
任
を
持
つ
も
の
と
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
会
経
済
的
公
益
法
人
も
亦
全
休
社
会
の
支
持
に
よ
っ
て
股
立
さ

れ
た
部
分
社
会
で
あ
り
、
独
立
な
意
思
を
持
つ
も
の
と
し
て
自
ら
の
責
任
に
於
て
活
動
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
い
や
し
く
も
国

の
援
助
を
受
け
て
そ
の
自
主
性
を
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
斯
る
原
理
に
基
い
て
法
は
如
何
な
る
規
定
を
置
く
か
。
社

会
福
祉
事
業
法
第
五
条
は
、
国
は
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
自
主
性
を
重
ん
じ
、
不
当
な
干
与
を
行
わ
な
い

し
、
そ
れ
ら
の
者
は
国
か
ら
管
理
的
援
助
を
仰
い
で
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
同
法
第
七
八
条
も
亦
、
共
同
基
金
会
の
共
同
基
金
に
つ

い
て
「
国
…
…
は
寄
附
金
の
配
分
に
つ
て
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、
更
に
日
本
赤
十
字
社
法
第
二
条
は
「
日
本
赤
十
字
社
の

特
性
に
か
ん
が
み
そ
の
自
主
性
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
商
工
会
議
所
法
第
四
条
は
「
商
工
会
議
所
等
は
特
定
の

団
体
の
利
益
を
目
的
と
し
そ
の
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
「
商
工
会
議
所
等
を
特
定
の
政
党
の
た
め
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
す
る
。
斯
る
明
文
の
規
定
の
な
い
場
合
も
、
公
益
法
人
の
利
益
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
法
規
を
準
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
斯
る
規
定

の
準
用
の
行
は
れ
が
た
い
場
合
に
つ
い
て
も
そ
の
不
当
な
行
使
は
権
利
の
濫
用
と
さ
れ
よ
う
。

　
公
益
法
人
に
対
し
如
何
な
る
行
政
関
与
が
現
行
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
か
。

　
（
１
）
　
許
可
。
民
法
法
人
の
設
立
及
残
余
財
産
の
処
分
に
は
主
務
官
庁
の
許
可
を
要
す
と
す
る
　
（
民
三
四
、
七
二
）
。
許
可
は
、

法
に
よ
っ
て
一
般
に
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
行
為
を
、
特
に
そ
の
禁
止
を
解
く
行
政
処
分
で
あ
る
。
民
法
は
個
人
が
勝
手
に
法
人
を
設
立

す
る
こ
と
を
禁
じ
、
唯
主
務
官
庁
が
そ
の
禁
止
を
解
い
た
場
合
に
の
み
法
人
格
を
与
へ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
許
可
が
実
質
上
認
可

で
あ
る
こ
と
は
通
説
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
（
２
）
　
認
可
。
或
る
行
為
に
対
し
て
同
意
を
与
へ
て
そ
の
行
為
の
効
力
を
法
的
に
認
め
る
行
政
処
分
を
云
う
。
認
可
は
自
由
才
量
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処
分
の
一
と
さ
れ
て
い
る
。
行
政
処
分
は
法
に
よ
る
行
為
で
あ
る
が
そ
の
一
た
る
自
由
才
量
処
分
は
、
法
が
そ
れ
を
認
め
た
場
合
に

生
じ
得
る
。
法
が
一
般
に
細
目
に
亙
っ
て
常
に
社
会
の
変
動
に
応
じ
て
規
定
し
得
な
い
こ
と
か
ら
、
自
由
才
量
処
分
の
役
目
は
大
き

い
。
こ
の
処
分
は
権
利
の
濫
用
を
認
め
ら
れ
る
場
合
の
外
は
、
そ
の
過
誤
も
違
法
行
為
と
さ
れ
ず
、
行
政
争
訟
の
道
は
な
い
。
但

し
、
認
可
を
受
く
べ
き
行
為
に
つ
い
て
認
可
の
な
い
場
合
は
、
そ
の
行
為
は
効
カ
を
欠
き
、
認
可
を
受
く
べ
き
手
続
を
な
さ
な
か
っ

た
こ
と
に
対
し
て
罰
則
の
規
定
が
あ
る
。
自
由
才
量
処
分
は
行
為
の
合
目
的
性
が
争
は
れ
る
。
合
目
的
性
は
政
治
又
は
法
の
理
念
に

関
す
る
考
へ
方
に
よ
っ
て
ち
が
う
。
従
っ
て
一
の
思
想
に
と
っ
て
正
し
い
も
の
が
、
他
の
思
想
に
と
っ
て
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
限

ら
な
い
〇
自
由
才
量
処
分
は
か
く
て
行
政
機
関
の
干
与
の
余
地
が
広
い
。
な
お
、
認
可
の
如
き
自
由
才
量
処
分
に
、
そ
の
処
分
の
期

限
が
な
い
の
は
、
申
請
者
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
が
多
い
〇
従
っ
て
例
え
ば
申
請
書
の
接
受
の
日
の
翌
日
か
ら
六
〇
日
以
内
に
認
可

不
認
可
の
処
分
を
す
る
と
な
す
（
昭
二
六
、
二
六
通
産
次
官
発
、
「
通
産
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
取
扱
方
針
に
つ
い

て
」
第
六
号
）
が
如
き
は
適
切
と
さ
れ
よ
う
。
法
人
の
組
織
及
能
カ
に
関
す
る
法
の
規
定
は
強
行
法
的
性
質
を
帯
び
て
お
り
、
従
っ

て
そ
れ
に
就
い
て
の
認
可
処
分
の
性
質
は
、
実
質
的
に
は
む
し
ろ
霸
束
処
分
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
行
法
上
認
可
を
要
す
る
行
為

と
し
て
は
法
人
設
立
の
際
の
定
款
・
寄
附
行
為
・
規
則
等
法
人
の
根
本
的
自
治
法
規
の
作
成
及
び
そ
の
変
更
、
理
事
の
任
命
、
財
務

諸
表
、
借
入
金
、
資
本
滅
少
、
放
送
設
備
の
変
更
・
賃
貸
・
担
保
に
供
す
る
等
他
人
の
支
配
に
移
す
場
合
、
合
併
、
解
散
等
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
凡
て
の
公
益
法
人
に
就
い
て
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
。
一
般
的
に
云
え
ば
認
可
事
項
は
公
的
公
益
法
人
に
多
い
。

　
　
（
３
）
承
認
。
公
益
法
人
法
上
の
承
認
は
或
る
行
為
が
適
法
又
は
適
当
な
こ
と
を
国
の
機
関
が
認
め
る
こ
と
を
云
う
。
承
認
を
必

要
と
す
る
事
項
を
み
る
と
、
大
体
法
人
の
重
要
な
財
産
の
処
分
又
は
借
入
金
の
場
合
、
役
員
の
就
任
、
財
務
諸
表
、
財
産
目
録
、
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
収
支
予
算
、
事
業
計
画
、
資
金
計
画
等
に
つ
い
で
あ
る
。
承
認
を
必
要
と
す
る
事
項
は
公
的
公
益
法
人
に
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多
い
。
承
認
が
な
く
て
も
行
為
の
効
力
に
関
係
は
な
い
が
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
国
は
一
定
の
制
才
を
科
し
得
る
。

例
え
ば
法
人
の
役
員
に
対
し
て
は
解
任
（
私
学
振
興
会
法
三
九
）
、
過
科
（
私
学
振
興
会
法
四
・
民
八
四
）
、
罰
金
（
放
送
法
五
五
）

の
事
由
と
な
り
、
若
し
承
認
を
得
ず
に
な
し
た
行
為
が
他
人
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
法
人
も
役
員
も
共
に
賠
償
の
責
に
任
じ
な

く
て
は
な
ら
な
い
し
（
民
、
四
四
）
、
設
立
の
許
可
が
取
消
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
（
民
、
七
一
）
が
如
き
で
あ
る
。
現
行
法
上

承
認
は
省
令
又
は
法
人
の
自
治
法
規
に
規
定
す
る
法
規
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
認
可
よ
り
重
い
法
的
効
力
を
附
す
し
た
り
、
法
律
の
規

定
を
変
改
又
は
制
限
す
る
よ
う
な
効
力
を
附
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

　
　
（
４
）
認
証
。
認
証
は
特
定
の
行
為
又
は
書
類
が
適
法
な
こ
と
を
公
に
証
明
す
る
行
為
で
あ
り
、
認
可
の
よ
う
な
自
由
才
量
処
分

と
は
異
な
り
霸
束
的
行
為
と
云
い
得
よ
う
。
現
在
、
認
証
を
必
要
と
し
て
い
る
も
の
は
、
宗
教
法
人
の
設
立
の
際
の
規
則
の
制
定
、

規
則
の
変
更
、
合
併
、
任
意
解
散
の
場
合
で
あ
る
。
認
証
の
後
見
的
性
質
は
、
宗
教
法
人
法
の
み
な
ら
ず
、
自
由
を
尊
重
せ
ら
る
べ

き
そ
の
他
の
文
化
的
公
益
法
人
法
に
も
、
か
か
る
規
定
が
置
か
れ
る
こ
と
を
期
待
せ
し
め
る
。
以
上
は
、
国
法
の
規
定
す
る
許
可
認

可
等
の
場
合
で
あ
る
が
、
法
人
は
法
人
法
に
規
定
の
な
い
事
項
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
自
ら
任
意
に
、
自
己
の
な
し
た
行
為
を
主
務
官

庁
の
認
可
又
は
承
認
に
か
か
ら
し
め
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
役
員
の
任
免
、
定
款
に
定
む
る
も
の
以
外
に
つ
い
て
の
業
務
規

程
、
会
計
規
程
、
評
議
員
の
手
当
に
関
す
る
規
程
、
役
員
の
報
酬
規
程
、
職
制
等
に
関
す
る
規
程
を
制
定
す
る
場
合
の
如
き
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
場
合
は
に
国
の
干
与
が
あ
る
と
は
云
え
な
い
。

　
　
（
５
）
取
消
。
行
政
処
分
は
一
た
ん
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
な
さ
れ
た
限
り
、
取
消
さ
れ
る
迄
は
、
公
権
カ
あ
る
も
の
と
し
て
拘

束
力
を
有
す
る
。
取
消
は
、
行
政
処
分
に
不
当
な
点
が
あ
る
と
き
に
国
の
一
方
的
処
分
と
し
て
な
さ
れ
る
。
法
律
の
認
め
る
取
消
し

得
る
行
為
は
、
設
立
許
可
又
は
認
可
の
取
消
（
民
、
七
一
、
商
工
会
議
所
法
五
九
）
認
証
の
取
消
（
宗
教
法
人
法
ハ
○
）
の
如
き
で
あ
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る
。

　
　
（
６
）
命
令
。
法
は
特
定
の
場
合
は
法
人
の
行
為
不
行
為
を
命
令
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
業
務
執
行
（
私
学

振
興
会
法
三
七
・
宗
教
法
人
法
七
九
、
日
本
育
英
会
法
二
二
、
社
会
福
祉
事
業
法
五
九
）
又
は
業
務
停
止
（
商
工
会
議
所
法
五
九
）
、

国
際
放
送
（
放
送
法
三
三
）
、
放
送
に
関
す
る
研
究
（
同
・
三
四
）
、
定
款
変
更
（
日
本
育
英
会
法
二
二
）
、
解
散
（
社
会
福
祉
事
業

法
四
四
Ｔ
６
）
の
場
合
の
如
き
で
あ
る
。
命
令
違
反
に
は
強
い
制
裁
を
設
け
て
い
る
。
国
家
と
雖
も
、
法
の
規
定
な
く
し
て
は
命
令

を
発
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
（
７
）
こ
の
他
、
国
が
法
人
か
ら
又
は
法
人
に
対
し
業
務
等
の
報
告
を
受
け
、
財
産
の
状
況
、
寄
附
金
募
集
の
結
果
、
事
業
状
況
、

帳
簿
、
書
類
、
物
件
の
検
査
、
会
計
検
査
院
に
よ
る
検
査
そ
の
他
の
一
般
的
の
監
督
を
な
し
得
る
な
ど
規
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
行
為
は
、
事
実
上
法
人
の
意
思
に
強
弱
様
々
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
以
上
、
何
れ
の
場
合
に
国
の
干
与
が
強
い
か
弱
い
か
は
一
概
に
決
定
し
が
た
い
。
法
人
の
事
情
、
社
会
の
環
境
に
よ
っ
て
異
る
か

ら
で
あ
る
。
唯
、
一
般
的
に
云
え
ば
、
大
体
右
の
配
列
が
強
弱
の
順
序
を
示
す
と
云
い
得
よ
う
。

　
さ
き
に
公
益
法
人
は
機
能
を
中
心
に
法
的
組
織
と
事
業
組
織
と
に
区
分
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
。
公
益
法
人
法
に
於

て
論
ぜ
ら
れ
る
国
の
干
与
、
保
護
は
法
的
組
織
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
法
的
組
織
は
公
益
法
人
法
に
よ
る
組
織
体
で
あ
る
か
ら
、
特

に
公
益
法
人
体
系
を
崩
す
虞
が
な
い
限
り
、
干
与
そ
の
も
の
に
は
苦
痛
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
事
業
組
織
体
は
必

ず
し
も
全
て
が
公
益
法
人
法
の
創
設
に
よ
ら
ず
、
法
的
組
織
と
独
立
し
た
機
能
を
持
つ
か
ら
、
法
人
法
の
干
与
を
強
く
感
じ
る
。
勿

論
、
両
者
は
相
合
し
て
一
体
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
か
ら
そ
の
結
合
、
若
し
く
は
膠
着
の
程
度
如
何
に
よ
っ
て
強
弱
の
感
じ
の
程
度

に
差
が
あ
る
け
れ
ど
も
。
国
の
干
与
の
程
度
は
法
人
の
種
類
、
時
代
、
場
合
に
よ
れ
ば
主
務
官
庁
の
相
違
に
よ
っ
て
異
な
り
、
一
義
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的
に
は
云
え
な
い
が
こ
こ
で
は
一
般
的
に
概
括
す
る
。
公
的
公
益
法
人
は
私
的
公
益
法
人
よ
り
は
国
の
干
与
が
強
い
。
公
的
公
益
法

人
は
公
法
的
規
定
が
多
く
、
そ
の
設
立
及
解
散
は
国
家
の
意
思
に
よ
り
、
そ
の
理
事
者
も
経
費
も
国
の
指
示
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
は
事
業
の
性
質
が
公
共
性
強
く
、
福
祉
の
生
産
は
多
量
に
、
分
配
は
社
会
的
正
義
に
従
っ
て
は
行
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

理
由
に
よ
る
。
こ
れ
に
反
し
文
化
的
公
益
法
人
は
文
化
の
自
由
な
る
創
造
に
基
礎
を
置
き
、
権
力
を
嫌
う
。
従
っ
て
、
国
の
干
与
は

必
要
の
最
小
限
度
に
停
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
宗
教
法
人
の
場
合
の
如
き
。
勿
論
、
文
化
的
公
益
法
人
の
中
で
も
例
え
ば

教
育
事
業
を
行
う
法
人
の
如
き
は
、
教
育
が
社
会
生
活
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
至
っ
た
現
代
に
於
て
は
、
教
育
を
受
け
る

自
由
と
共
に
、
そ
の
教
育
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
平
等
も
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
社
会
的
正
義
の
下
に
、
国
の

干
与
も
こ
の
限
度
に
は
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
社
会
経
済
的
福
祉
の
分
配
は
公
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
配
慮
せ
ら
れ
、
従
っ

て
、
こ
の
面
に
対
て
は
国
の
干
与
が
行
わ
れ
る
。
公
益
法
人
に
対
す
る
国
の
干
与
は
、
又
、
公
益
事
業
と
収
益
事
業
と
に
よ
っ
て
も

異
る
。
収
益
事
業
は
私
的
事
業
で
あ
り
、
そ
の
収
益
は
専
ら
公
益
事
業
に
充
て
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
干
与
は
主
と

し
て
法
人
の
経
営
に
関
す
る
財
政
的
意
味
に
於
て
行
わ
れ
る
。
然
る
に
、
公
益
事
業
は
、
全
体
社
会
の
福
祉
増
進
の
た
め
に
行
わ
れ

る
。
両
者
は
夫
々
指
導
理
念
が
異
り
、
従
っ
て
干
与
の
方
法
も
違
う
。

　
　
（
Ｃ
）
最
後
に
国
家
の
公
益
法
人
に
対
す
る
保
護
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
こ
こ
で
云
う
保
護
は
公
益
法
人
の
組
織
、
事
業
に
対

し
他
の
一
般
の
事
業
体
の
そ
れ
よ
り
も
有
利
に
援
助
を
与
え
る
こ
と
を
指
す
。
保
護
の
態
度
も
亦
、
干
与
の
際
に
述
べ
た
様
に
（
Ｉ
）

国
家
自
身
の
利
益
の
た
め
、
（
Ⅱ
）
国
家
と
公
益
法
人
と
の
双
方
の
利
益
の
た
め
（
Ⅲ
）
公
益
法
人
の
み
の
た
め
と
あ
り
得
る
が
、

通
常
は
（
Ｉ
）
の
場
合
が
最
も
多
い
。
か
か
る
保
護
に
は
干
与
が
伴
う
。
公
益
法
人
が
国
の
保
護
を
必
要
と
す
る
現
実
的
理
由
の
主
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な
る
も
の
は
、
公
益
事
業
の
社
会
的
必
要
性
と
公
益
法
人
の
経
済
的
不
振
に
よ
る
。
こ
こ
で
法
人
の
保
護
と
い
う
場
合
、
最
初
に
対

象
と
な
る
の
は
、
公
益
法
人
の
法
的
組
織
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
っ
て
法
的
組
織
に
対
す
る
国
の
保
護
が
直
ち
に
事
業
団
体
の
保
護

に
な
る
と
は
限
は
な
い
。
社
会
は
不
断
に
福
祉
増
進
を
希
求
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
特
に
、
経
済
的
欠
乏
又
は
文
化
的

不
均
衡
に
対
す
る
個
人
的
充
足
の
要
求
は
、
公
益
事
業
の
発
展
を
期
待
す
る
。
他
方
、
社
会
の
富
が
比
較
的
豊
か
で
経
済
界
も
安
定

し
て
い
る
と
き
は
公
益
法
人
の
資
産
、
寄
附
金
、
社
費
、
会
費
な
ど
の
収
入
に
よ
っ
て
事
業
の
経
営
が
行
わ
れ
易
い
。
然
る
に
そ
れ

ら
の
収
入
の
滅
少
に
よ
り
、
法
人
の
事
業
活
動
が
当
然
狭
め
ら
れ
る
。
既
に
法
人
の
沿
革
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
戦
後
の
公
益

法
人
は
公
益
事
業
の
必
要
度
の
甚
し
い
の
に
反
比
例
し
て
そ
の
経
済
的
欠
乏
は
増
々
大
き
く
な
っ
た
。
即
ち
保
護
の
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
所
以
で
あ
る
。
唯
、
保
護
に
は
干
与
が
伴
い
易
い
。
従
っ
て
憲
法
も
政
教
分
離
、
公
私
分
離
の
理
想
を
掲
げ
て
公
の
保
護
に
も
一
定

の
限
界
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
即
ち
憲
法
八
九
条
は
宗
教
法
人
に
対
し
て
は
財
産
的
援
助
を
禁
止
し
、
慈
善
、
教
育
、
博
愛
を
事

業
目
的
と
す
る
公
益
法
人
に
対
し
て
の
経
済
的
援
助
は
公
の
支
配
と
引
換
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
之
を
受
け
て
法
律

も
若
干
の
規
定
を
置
い
た
。
勿
論
法
の
明
定
が
な
く
と
も
国
家
は
合
目
的
な
判
断
に
よ
っ
て
そ
の
構
成
員
の
た
め
に
保
護
援
助
を
な

し
得
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
現
行
の
公
益
法
人
法
上
如
何
な
る
保
護
規
定
が
あ
る
か
を
一
べ
つ
し
よ
う
。
社
会
福
祉
事
業
法
第

五
条
は
社
会
福
祉
法
人
が
、
不
当
に
国
の
財
政
的
管
理
的
援
助
を
仰
い
で
は
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
こ
の
点
日
本
赤
十
字
社
も
学
校

法
人
も
同
様
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
法
が
「
不
当
に
」
と
い
う
と
き
、
「
公
の
支
配
」
と
引
換
え
な
ら
財
産
援
助
を
受
け
て
も
い
い

と
と
ら
れ
易
い
が
、
実
は
、
法
人
が
財
政
的
援
助
を
受
け
て
も
、
そ
の
独
立
性
を
失
う
程
に
「
公
の
支
配
」
下
に
入
り
込
む
こ
と
を

避
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
限
界
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
社
会
教
育
法
第
一
二
条
は
社
公
教
育
関
係
団
体
―
－
法
人

で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
公
の
支
配
に
属
し
な
い
団
体
で
社
会
教
育
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
、
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例
、
私
立
図
書
館
、
私
立
博
物
館
、
公
民
館
等
を
設
置
す
る
法
人
（
図
書
館
法
二
六
・
博
物
館
法
二
、
社
会
教
育
法
二
て
九
）
―

―
に
対
し
て
は
国
は
補
助
金
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
（
社
会
教
育
法
一
三
）
と
す
る
。

　
国
の
保
護
の
実
際
を
見
る
と
、
積
極
的
に
は
法
人
の
組
織
に
つ
い
て
の
保
護
が
見
ら
れ
る
。
法
人
は
そ
の
設
立
、
機
関
、
解
散
に

つ
い
て
国
の
干
与
を
受
け
る
が
、
そ
れ
は
反
面
こ
れ
に
よ
っ
て
法
人
の
社
会
的
地
位
は
高
ま
る
。
法
人
の
反
射
的
利
益
で
あ
ろ
う
。

更
に
特
定
の
法
人
に
は
名
称
専
用
権
と
事
業
の
独
占
権
を
与
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
次
に
検
討
す
る
経
済
的
援
助
と
共
に
法
人
の
経

営
に
有
利
な
特
点
と
考
え
ら
れ
る
。
法
人
に
対
す
る
経
済
的
保
護
が
国
の
保
護
の
根
幹
を
な
す
こ
と
は
、
消
極
的
な
保
護
と
も
云
う

べ
き
、
免
税
の
適
用
が
な
い
場
合
は
、
法
人
格
を
取
得
す
る
必
要
が
な
い
と
ま
で
云
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
積
極
的

な
経
済
的
援
助
の
最
も
大
き
い
例
は
法
人
に
そ
の
基
本
金
又
は
事
業
資
金
と
し
て
国
が
出
資
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
法

人
は
運
営
等
の
責
任
は
負
う
が
利
子
を
支
払
う
必
要
は
な
い
。
法
人
は
此
の
資
金
を
公
益
事
業
基
金
と
し
或
は
貸
付
け
、
利
息
を
得

　
（
例
、
私
学
振
興
会
、
社
会
福
祉
事
業
振
興
会
）
又
は
得
な
い
。
（
例
、
日
本
育
英
会
）
。
更
に
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
公
の
財
産
の

交
付
又
は
貸
与
が
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
社
会
福
祉
法
人
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
事
業
施
設
が
災
害
に
よ
っ
て
破
損
し
た
場
合
に
お
い

て
、
緊
急
に
こ
れ
を
復
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
同
法
人
に
対
し
国
は
補
助
金
又
は
貸
付
金
を
支
出
し
、
若
は
そ
の
他
の
財
産
を
譲

渡
し
若
は
貸
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
（
社
会
福
祉
事
業
法
五
六
）
と
し
、
又
日
本
赤
十
字
社
が
そ
の
業
務
の
実
施
に
必
要
な
施
設
又

は
設
備
を
整
備
す
る
場
合
に
於
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
同
法
人
に
対
し
（
日
本
赤
十
字
社
法
三
九
Ｊ
、
又
教
育
の
振
興
上
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
私
立
学
校
教
育
助
成
の
た
め
学
校
法
人
に
対
し
、
国
は
夫
々
右
の
社
会
社
福
法
人
に
対
し
て
な
し
た
よ
う
な

処
置
を
な
し
得
る
（
私
立
学
校
法
五
九
）
と
し
た
。
そ
の
他
、
借
入
金
の
政
府
の
保
証
（
日
本
育
英
会
法
二
七
）
、
寄
附
金
募
集
の

許
可
（
日
本
赤
十
字
社
法
附
則
八
項
―
一
二
項
、
社
会
福
祉
事
業
法
六
九
）
、
土
地
収
用
権
の
許
与
（
放
送
法
四
九
）
、
放
送
債
券
発
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行
の
便
宜
（
放
送
法
四
二
）
、
事
業
に
必
要
な
物
資
確
保
の
援
助
（
博
物
館
法
ニ
ハ
、
図
書
館
法
二
七
）
と
そ
れ
ら
物
資
の
運
送
、

通
信
に
対
す
る
便
宜
供
与
（
博
物
館
法
九
、
日
本
赤
十
字
社
法
三
四
、
社
会
教
育
法
五
四
）
、
使
用
料
手
数
料
徴
収
権
の
確
保
（
商

工
会
議
所
法
一
二
、
一
八
、
一
九
）
、
そ
の
他
一
般
の
助
成
監
督
（
社
会
福
祉
事
業
法
六
）
な
ど
で
あ
る
。

　
消
極
的
な
経
済
的
保
護
と
し
て
は
法
人
に
対
す
る
免
税
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
税
法
の
大
体
は
所
得
税
法
第
三
条
、
法

人
税
法
第
四
条
、
登
録
税
法
第
十
九
条
、
印
紙
税
法
第
五
条
、
地
方
税
法
第
二
四
条
第
二
九
六
条
等
で
あ
る
。
公
益
法
人
は
そ
の
性

格
も
事
業
も
公
共
的
で
あ
り
且
つ
収
益
の
な
い
こ
と
な
ど
が
免
税
の
主
た
る
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
収
益
事
業
を
営
む

法
人
又
は
収
益
を
挙
げ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
場
合
は
免
税
に
つ
い
て
特
別
な
取
扱
が
さ
れ
る
。
税
法
に
よ
る
免
税
措
置
は
法
律
の

一
般
的
性
質
に
よ
り
行
政
機
関
の
干
与
す
る
場
面
が
尠
く
、
且
つ
法
人
の
収
益
の
少
な
い
現
時
に
於
け
る
経
済
的
利
益
は
尠
く
な

い
。
経
済
的
援
助
は
公
の
支
配
の
強
い
場
合
ほ
ど
大
き
い
。

Ｂ
　
公
益
法
人
と
社
会

　
　
（
Ａ
）
前
項
は
主
と
し
て
法
的
団
体
た
る
公
益
法
人
と
政
治
団
体
た
る
国
家
と
の
関
係
を
中
心
に
取
扱
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
主

と
し
て
事
業
組
織
を
中
心
と
す
る
公
益
法
人
と
公
権
カ
を
持
た
な
い
社
会
と
の
関
係
に
重
点
を
置
く
。

　
既
に
朋
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
公
益
法
人
は
全
体
社
会
の
福
祉
増
進
の
た
め
に
、
他
の
社
会
的
存
在
と
共
に
相
互
に
影
響
し
あ
い

つ
つ
生
活
し
事
業
を
営
む
。
公
益
法
人
は
人
格
者
で
あ
る
。
「
人
格
は
全
体
で
あ
る
が
、
し
か
し
閉
さ
れ
た
全
体
で
は
な
く
開
れ
た

全
休
で
あ
る
…
…
其
は
正
に
そ
の
本
質
上
社
会
生
活
と
共
同
c
o
ﾖ
{
呂
政
§
と
へ
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｝
　
（
ジ
・
マ

リ
タ
ン
、
前
掲
「
人
格
と
自
然
法
」
五
頁
）
。
ま
づ
こ
れ
だ
け
を
自
明
の
も
の
と
し
て
論
を
進
め
る
。
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（
ａ
）
個
人
が
そ
の
生
活
を
営
む
に
際
し
て
属
す
る
社
会
に
、
彼
が
そ
の
欲
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
当
然
に
所
属
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
社
会
と
自
己
の
欲
望
を
達
成
す
る
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
利
益
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
参
加
す
る
社
会
と
が
あ
る
。

公
益
法
人
は
後
者
の
場
合
で
あ
る
。
公
益
法
人
は
公
共
の
福
祉
の
生
産
分
配
と
い
う
目
的
を
帯
び
て
成
立
し
、
そ
の
構
成
員
は
「
わ
れ

ら
」
と
い
う
共
通
の
自
我
意
識
を
持
ち
法
的
統
一
体
を
構
成
す
る
。
か
く
の
如
き
団
体
的
結
合
も
、
宗
教
団
体
、
学
校
、
研
究
所
の

よ
う
に
、
そ
の
事
業
組
織
の
構
成
員
の
接
触
の
機
会
が
多
く
、
時
間
的
に
も
長
く
、
相
互
に
親
和
、
信
頼
、
理
解
等
に
よ
っ
て
結
合

し
て
い
る
場
合
と
、
例
へ
ば
事
業
組
織
の
構
成
員
の
多
数
が
広
い
地
域
に
散
在
し
、
短
時
間
接
触
し
、
伝
統
の
支
配
も
弱
く
、
各
構
成

員
の
個
性
が
強
く
、
相
手
方
の
交
代
し
易
い
よ
う
な
場
合
と
で
は
結
合
の
意
識
が
異
る
。
唯
、
何
れ
の
場
合
も
、
そ
の
意
識
の
根
底

は
全
体
社
会
が
支
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
団
体
も
法
関
係
に
於
て
は
最
終
の
単
位
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
か
か
る

内
部
的
性
格
を
持
つ
公
益
法
人
相
互
間
の
関
連
は
何
う
か
。
静
的
に
、
従
っ
て
短
期
に
み
れ
ば
、
一
般
に
一
の
公
益
法
人
と
他
の
公
益

法
人
と
は
あ
ま
り
結
合
し
な
い
。
こ
れ
は
、
例
へ
ば
公
益
法
人
の
数
が
多
い
と
か
、
同
一
機
能
の
も
の
は
、
互
に
競
争
相
手
に
な
る

と
か
の
理
由
に
よ
る
。
そ
れ
は
法
人
の
法
的
組
織
に
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
事
業
組
織
体
の
性
格
、
歴
史
の
相
違
に
基
く
。
但
し
、
特

別
の
場
合
に
は
相
互
に
類
似
の
事
業
、
例
へ
ば
同
種
の
社
会
事
業
又
は
教
育
事
業
を
行
う
如
き
場
合
に
は
、
同
一
感
又
は
共
同
の
運

命
感
の
如
き
を
感
じ
て
相
互
扶
助
の
関
係
に
立
ち
、
又
異
種
の
事
業
に
於
て
も
利
益
の
共
同
の
た
め
に
便
宜
上
、
接
近
し
、
連
け
い
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
法
人
間
に
於
て
は
事
業
の
協
同
が
行
わ
れ
易
い
。
こ
れ
が
動
的
、
従
っ
て
長
期
に
亙
る
と
、
様
相
が

少
し
く
変
る
。
社
会
が
種
々
の
機
能
に
従
っ
て
分
散
し
て
い
く
よ
う
に
、
公
益
法
人
も
、
謂
は
ば
分
業
に
よ
っ
て
分
化
、
派
生
し
、
一

層
異
種
の
数
を
ま
し
て
い
く
。
又
、
類
他
の
組
織
又
は
機
能
を
持
つ
法
人
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
、
利
益
の
協

同
の
た
め
に
、
一
方
は
他
方
に
従
属
し
、
又
は
吸
収
さ
れ
相
互
に
連
衡
し
て
他
に
当
る
。
更
に
又
、
こ
れ
は
各
種
の
法
人
は
ま
す
ま
す
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利
益
社
会
化
す
る
傾
向
を
持
ち
、
相
互
に
利
益
を
も
た
ら
す
と
考
へ
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
協
同
す
る
が
、
然
ら
ざ
る
場
合

は
相
争
う
か
他
と
交
渉
し
な
い
。
公
益
法
人
の
数
の
増
加
は
公
益
法
人
相
互
の
関
係
を
複
雑
に
さ
せ
る
が
、
各
公
益
法
人
に
関
与
す

る
個
人
に
は
限
度
が
あ
り
、
こ
れ
ら
公
益
法
人
間
に
、
仮
に
孤
立
的
又
は
複
雑
な
関
係
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
個
人
の
内
部
的
調
整

又
は
国
家
若
く
は
そ
の
奥
に
あ
る
全
体
社
会
に
よ
っ
て
調
和
が
保
た
れ
る
。
一
の
公
益
法
人
と
他
の
公
益
法
人
と
の
間
に
、
一
般
的

に
連
け
い
の
な
い
こ
と
は
、
公
益
法
人
の
秩
序
規
範
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
各
公
益
法
人
は
統
一
体
と
し
て
固
有
の
秩

序
規
範
を
持
つ
。
こ
の
場
合
、
一
の
公
益
法
人
の
秩
序
規
範
は
他
の
公
益
法
人
に
と
っ
て
は
単
な
る
事
実
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
上

位
規
範
に
よ
り
、
そ
れ
ら
が
規
範
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
る
と
、
両
者
は
共
通
の
尺
度
を
持
ち
、
そ
れ
を
通
し
て
、
相
互
に
規
範
性
を

認
め
る
に
至
る
。
但
し
、
こ
れ
に
よ
り
一
方
の
秩
序
規
範
が
他
方
を
拘
束
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
既
に
存
在
す
る
上
位
規
範
を

通
じ
て
又
は
新
に
上
位
規
範
を
つ
く
り
、
両
者
が
相
手
方
の
規
範
内
容
を
認
め
つ
つ
交
渉
関
係
に
入
り
込
む
と
き
、
そ
の
限
度
に
お

い
て
の
み
当
事
者
は
相
手
方
の
規
範
に
拘
束
さ
れ
る
。
か
く
て
両
規
範
の
牴
触
も
疎
隔
も
上
位
規
範
が
調
和
し
、
連
絡
す
る
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
法
人
の
自
治
規
定
の
国
法
上
の
法
的
位
置
を
生
ず
る
。
既
存
の
公
益
法
人
に
と
っ
て
、
新
な
公
益
法
人
の
成
立
は
概
し

て
嬉
ば
れ
な
い
。
出
現
し
た
競
争
相
手
の
機
能
の
増
大
は
既
存
の
法
人
の
機
能
の
滅
退
を
も
た
ら
し
、
社
会
的
地
位
を
侵
し
、
牽
制

又
は
統
制
を
及
ぼ
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
既
存
の
法
人
の
事
業
の
広
さ
に
比
較
し
て
一
層
広
い
範
域
に
於
い

て
は
右
の
お
そ
れ
は
尠
い
。
又
異
種
の
事
業
を
行
う
場
合
は
、
相
互
に
協
同
し
て
上
位
の
目
的
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ

り
、
一
方
の
団
結
の
強
さ
が
他
方
の
団
結
の
強
さ
を
増
す
な
ど
の
有
利
さ
も
有
り
得
る
。

　
　
（
ｂ
）
公
益
法
人
は
種
々
の
性
格
を
持
つ
部
分
社
会
で
あ
る
。
公
益
法
人
の
組
織
の
一
で
あ
る
法
的
組
織
は
直
接
に
は
国
家
の
支

持
を
得
、
他
の
組
成
で
あ
る
事
業
組
織
は
全
体
社
会
の
支
持
を
得
て
成
立
す
る
か
に
見
え
る
。
然
し
、
国
家
も
全
体
社
会
の
支
持
に
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よ
っ
て
成
立
す
る
か
ら
結
局
、
公
益
法
人
は
直
接
間
接
に
全
体
社
会
の
支
持
を
受
け
る
。
唯
、
国
家
も
公
益
公
人
も
部
分
社
会
で
あ

る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
機
能
が
違
う
。
国
家
は
第
一
次
的
に
権
カ
統
制
的
機
能
を
、
副
次
的
に
経
済
的
文
化
的
機
能
を
営

む
に
反
し
、
公
益
法
人
は
専
ら
文
化
的
、
経
済
的
機
能
を
行
う
。
公
益
法
人
は
現
在
極
め
て
多
数
存
在
し
て
い
る
。
而
も
一
般
に
、

公
益
法
人
間
に
は
相
互
の
連
絡
が
な
い
。
従
っ
て
例
え
ば
福
祉
の
生
産
の
如
き
事
業
遂
行
の
場
合
全
休
の
計
画
は
な
く
、
そ
の
た
め

短
期
に
は
或
種
の
福
祉
生
産
に
過
不
足
を
生
ず
る
。
斯
る
と
き
に
国
家
の
統
制
的
役
割
に
意
義
を
見
出
さ
れ
る
。
公
益
法
人
は
全
体

社
会
の
慣
習
又
は
輿
論
に
よ
っ
て
も
統
制
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
全
体
社
会
に
於
け
る
公
益
法
人
の
機
能
は
調
和
を
保
つ
。

　
一
定
の
制
度
の
下
に
生
存
す
る
者
は
そ
の
社
会
の
承
認
す
る
経
済
的
制
約
か
ら
も
抜
け
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
し
て
制
度
と

し
て
の
存
在
は
、
そ
の
中
に
自
己
の
地
位
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
資
本
主
義
社
会
を
前
提
と
す
る
と
き
仮
に
非
資

本
主
義
的
行
動
を
採
ろ
う
と
す
る
時
と
雖
も
、
根
本
的
に
資
本
主
義
を
否
定
し
つ
く
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
、
他
の
資
本
主
義

的
存
在
と
、
少
く
と
も
同
一
地
盤
に
立
っ
て
の
み
協
力
又
は
抗
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
公
益
法
人
は
そ
の
組
織

も
、
目
的
た
る
事
業
も
、
経
営
も
最
小
限
度
に
於
て
は
時
の
経
済
制
度
を
前
定
し
な
け
れ
ば
生
存
出
来
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
在

の
公
益
法
人
の
制
度
的
狙
は
資
本
主
義
社
会
を
根
底
か
ら
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
、
こ
の
制
度
を
補
強
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
、
教
育
の
普
及
、
道
徳
の
函
養
、
貧
者
の
救
済
等
の
如
き
も
資
本
主
義
を
全
く
否
定
す
る
目
的
又
は
方
法
で
も
っ
て
行

は
れ
な
い
。
資
本
主
義
経
済
社
会
で
は
全
て
の
も
の
を
取
引
の
流
れ
に
置
こ
う
と
す
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
貨
幣

に
よ
る
価
値
づ
け
を
行
う
。
真
・
善
・
美
等
の
如
き
本
質
的
に
は
比
較
出
来
な
い
絶
対
価
値
さ
え
も
、
特
定
の
表
象
を
も
っ
て
具
現

化
さ
れ
た
個
々
の
文
化
財
と
も
な
れ
ば
貨
幣
的
評
価
を
す
る
。
公
益
法
人
も
或
る
意
味
で
は
、
貨
幣
価
値
に
見
積
ら
れ
た
存
在
で
あ

る
・
そ
の
評
価
の
基
準
は
、
資
本
主
義
経
済
社
会
の
生
存
に
堪
え
得
る
か
否
か
、
或
は
貢
献
す
る
か
否
か
に
よ
ろ
う
。
但
し
、
公
益
法
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人
制
度
は
資
本
主
義
社
会
の
補
強
を
前
提
と
す
る
が
、
一
つ
の
制
度
は
そ
れ
が
或
る
時
期
に
於
て
仮
に
十
全
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

時
の
経
つ
に
つ
れ
て
漸
次
欠
陥
を
孕
む
に
至
る
こ
と
は
経
験
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
益
法
人
は
全
体
社
会
の
構
成
員
に
「
人
間

ら
し
い
生
活
」
を
も
た
ら
す
た
め
の
存
在
で
あ
る
。
か
く
て
は
公
益
法
人
は
資
本
主
義
経
済
制
度
を
漸
次
改
革
し
て
い
く
使
命
を
持

つ
と
云
い
得
る
で
あ
ら
う
。

　
事
業
体
と
し
て
の
公
益
法
人
の
経
済
上
の
地
位
は
、
一
般
に
、
他
の
企
業
と
変
ら
な
い
。
例
へ
ば
従
業
員
は
広
義
の
労
働
市
場
か

ら
求
め
、
資
材
は
多
く
経
済
市
場
か
ら
調
達
す
る
、
経
営
も
経
済
法
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
然
し
公
益
法
人

の
、
公
益
事
業
は
勿
論
、
収
益
事
業
は
或
る
程
度
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
ち
つ
つ
経
済
社
会
に
立
つ
。
ま
づ
収
益
事
業
は
そ
の

収
益
を
公
益
事
業
に
充
当
す
る
た
め
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
資
金
の
増
殖
は
な
く
、
利
益
の
分
配
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
又

収
益
事
業
は
常
に
公
益
的
配
慮
の
下
に
の
み
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
勿
論
、
あ
ら
ゆ
る
事
業
が
反
社
会
的
で
あ
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。
し
か
し
公
益
法
人
は
公
益
事
業
を
第
一
目
的
と
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
積
極
的
に
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
又
公
益

と
矛
盾
す
る
種
類
、
方
法
の
事
業
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
収
益
事
業
そ
の
も
の
は
外
部
に
対
す
る
と
き
は
一
の
経
済
単
位
と

し
て
取
扱
は
れ
る
。
個
性
を
無
視
す
る
取
引
の
社
会
で
は
右
の
よ
う
な
制
限
を
持
つ
収
益
事
業
に
対
し
て
、
何
ら
特
別
扱
を
し
な

い
。
そ
の
社
会
で
は
、
相
互
に
相
手
が
対
等
の
地
位
に
立
つ
独
立
体
で
あ
る
も
の
と
し
て
出
発
す
る
。
収
益
事
業
は
当
然
資
本
計
算

の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
い
る
。
競
争
の
結
果
、
打
倒
さ
れ
て
も
、
己
む
を
得
な
い
と
さ
れ
る
。
唯
、
公
益
法
人
の

か
か
る
収
益
事
業
の
不
利
な
立
場
の
た
め
、
国
は
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
免
税
の
如
き
財
政
的
保
護
を
与
へ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

で
は
経
済
社
会
に
於
け
る
公
益
事
業
の
地
位
は
何
う
か
。
公
益
事
業
の
多
種
類
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
即
ち
宗
教
・
美
術
・

娯
楽
・
学
術
・
教
育
の
如
き
経
済
的
福
祉
に
比
較
的
関
心
の
う
す
い
も
の
か
ら
、
厚
生
・
社
会
・
職
業
の
如
き
経
済
的
福
祉
を
中
心
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と
す
る
も
の
な
ど
種
々
な
影
響
を
与
へ
て
い
る
。
例
へ
ば
社
会
、
厚
生
事
業
な
ど
の
役
割
は
主
と
し
て
個
人
の
経
済
生
活
を
向
上
さ

せ
る
に
在
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
貧
困
者
の
生
活
を
平
均
人
の
地
位
に
ま
で
引
上
げ
る
こ
と
が
最
大
の
目
標
で
あ
ら
う
。
更
に
、
人

が
経
済
的
劣
位
に
陥
ら
ぬ
よ
う
に
予
防
方
策
を
講
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
経
済
生
活
が
安
定
し
且
つ
増
進
し
て
い
く
途
を
考
究

し
て
い
く
こ
と
で
あ
ら
う
。
公
益
事
業
に
対
す
る
要
求
は
多
様
、
多
方
面
で
あ
り
、
且
つ
、
無
限
で
あ
る
と
思
は
れ
る
に
対
し
、
そ

れ
に
応
ず
る
福
祉
の
生
産
が
実
に
僅
少
で
あ
る
と
い
う
の
が
実
状
で
訃
。

　
①
　
本
項
は
更
に
公
益
法
人
と
文
化
社
会
の
関
係
を
考
察
す
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
問
題
が
余
り
に
も
大
き
く
、
且
つ
、
締
切
り
が
迫
っ
た
た

　
　
　
め
、
こ
れ
は
後
日
に
期
す
る
こ
と
に
し
た
。
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